
 

 

【様式第５号】 

 

質 問 ・ 回 答 書 

令和 ７年 ６月１８日 

 

 中泊町ＤＸ推進アドバイザー業務に関する公募型プロポーザルについて、次のとおり質

問があるので提出します。 

質 問 内 容 回 答 内 容 

質問①実施要領 ４参加資格および 

仕様書 ５業務実績に関して 

・本業務において弊社より選任する DX 推進

アドバイザーは要件（1）～（4）を満たす

ものの、当該の実績は弊社の親会社である

東日本電信電話株式会社に在籍時の業務で

あるが、東日本電信電話の完全子会社であ

るエヌ・ティ・ティ エムイー社にて参加を

表明しても構わないでしょうか。 

・業務実績を報告するにあたり、契約書等

の提出も必要でしょうか。 

・選任する DX 推進アドバイザーが要件（1）

～（4）を満たしているのであれば、その実績

が別企業に在籍時のものであっても、参加表

明は問題ありません。ただし、これまでの実

績については、任意様式で構いませんので一

覧表を提出すること。契約書等の具体的な証

拠資料の提出は不要。 

質問②実施要領 ４参加資格に関して 

・参加表明の時点で、御庁における競争入

札参加資格を持たない一般企業についても

応募は可能でしょうか。 

・競争入札参加資格が持たない一般企業にお

いても応募は可能。 

質問③仕様書 ５業務実績に関して 

・本業務において弊社より選任する DX 推進

アドバイザーは課長代理級に相当するが、

要件（5）管理職同等と見なしても構わない

でしょうか。 

・会社が管理職相当の扱いとしているのであ

れば、それで問題ありません。応募要件を満

たすものとして扱います。 

質問④仕様書 ５業務内容に関して 

・（1）DX 推進体制支援にあたり、現行の DX

推進委員会や、設置を検討している DX 推進

本部について、活動状況や設置を検討する

に至った背景等を（弊社が御庁へご訪問の

うえ）ヒアリングさせて頂くことは可能か。 

・上記ヒアリングが不可の場合、差し支え

ない範囲で、参考資料等を提供いただくこ

とは可能でしょうか。 

・ヒアリングは可能。ただし、事前に訪問に

あたってのスケジュールを調整し、ご対応さ

せていただきます。 

・日程的にヒアリングへの対応ができない場

合は、必要な資料についてメール等でご依頼

いただければ、対応いたします。 



 

 

質問⑤実施要領 ６参加表明 

・参加表明書類のひとつに納税証明書とあ

るが、具体的な書類名や申請先等について

ご教示願えますでしょうか。 

・また、納税証明書は、課税主体に応じて

「国税」や「県税」等あるが、どちらでも

構わないでしょうか。 

令和７年１月１日以降に発行された次の各区

分の証明書を提出してください。 

なお、いずれも現年度のみの滞納がない証明

ではなく、現在において滞納のない証明であ

ること。 

（ア）国税の滞納がないことを証明する書類 

次の各号に記載する証明書のうち、該当する

証明書。 

ａ 本社所在地の所轄の税務署の発行する納

税証明書「その３の３」。 

ｂ 納税義務のない者は、本社所在地の所轄の

税務署の発行する納税証明書「その３」。 

（イ）地方税の滞納がないことを証明する書

類 

次の各号に記載する証明書のうち、該当する

証明書を提出してください。 

なお、証明書は契約締結先となる事業所が所

在する市町村のものを提出してください。 

また、支店などに契約締結権を委任する場合

は、支店などが所在する市町村の証明書であ

ることに留意してください。 

ａ 市町村税全てにおいて滞納のないことを

証明する「市町村税を現在滞納していない証

明書」。 

ｂ 課税市町村が「市町村税を現在滞納してい

ない証明書」を発行していない場合に限り、

直近２年間の各納税証明書。 

ｃ 東京都特別区においては、法人都民税、固

定資産税などの最近２年分の各納税証明書。 

注１ 質問は、簡潔・明瞭に記載してください。 

注２ 本書は電子メールにより提出してください。 

   ※提出後に，送信確認のための電話連絡をお願いします。 

（宛先）中泊町総合戦略課 joho@town.nakadomari.lg.jp 

電話 0173-57-2111  FAX  0173-57-3849  


